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告 示

北海道告示第２００号

熊本市を全国自治宝くじ事務協議会に加えるとともに、全国自治宝くじ事務協議会規約の
一部を変更したので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の６の規定に基づき、そ
の例によることとされる同法第２５２条の２第２項の規定により、次のとおり告示する。
平成２４年３月３０日

北海道知事 高 橋 はるみ
全国自治宝くじ事務協議会に熊本市を加えるとともに、全国自治宝くじ事務協議会規約の
一部を次のように変更する。
第３条第２号中「相模原市」の次に「、熊本市」を加える。
第６条中「委員９人」を「委員１０人」に改める。
附 則

１ この規約は、平成２４年４月１日から施行する。
２ この規約による変更後の規約（以下「変更後の規約」という。）第８条第１項の規定に
より平成２５年３月３１日までの間に委員に選任された者の任期は、変更後の規約第８条第２
項の規定にかかわらず、同日までとする。

北海道告示第２０１号

平成６年北海道告示第１４７９号（北海道個人情報保護条例により口頭による開示請求ができ
る個人情報）の一部を次のように改正し、平成２４年４月１日から施行する。
平成２４年３月３０日

北海道知事 高 橋 はるみ
道立衛生学院入学試験の項を削る。
調理師試験の項中「並びに各総合振興局及び各振興局の保健環境部保健福祉室」を「地域
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保健課並びに各総合振興局及び各振興局の保健環境部保健行政室」に改める。
クリーニング師試験の項中「並びに各総合振興局及び各振興局の保健環境部保健福祉室」
を「食品衛生課並びに各総合振興局及び各振興局の保健環境部保健行政室」に改める。
製菓衛生師試験の項中「及び渡島総合振興局保健環境部保健福祉室」を「食品衛生課並び
に各総合振興局及び各振興局の保健環境部保健行政室及び地域保健室」に改める。
登録販売者試験の項中「保健福祉室」を「保健行政室」に改める。
動物用医薬品薬種商販売業認定試験の項中「動物用医薬品薬種商販売業認定試験」を「動
物用医薬品登録販売者試験」に、「科目」を「項目」に改める。

北海道告示第２０２号

昭和４０年北海道告示第６０１号（北海道不動産鑑定業者登録簿閲覧所の場所及び閲覧規則）
の一部を次のように改正し、平成２４年４月１日から施行する。
平成２４年３月３０日

北海道知事 高 橋 はるみ
第１の事項中「計画推進局」を「政策局土地水対策課」に改める。

北海道告示第２０３号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、浦臼土地改良区から、
次のとおり役員の就任及び退任の届出があった。
平成２４年３月３０日

北海道知事 高 橋 はるみ
就退任の別 就退任年月日 理事・監事の別 氏 名 住 所
就 任 平成２４．３．１４ 理 事 前 田 武 彦 樺戸郡浦臼町字ヲソキナイ２番地の１４
同 同 同 藤 澤 � 彦 同 浦臼町字於札内２２４番地の２
同 同 同 東 藤 晃 義 同 浦臼町字キナウスナイ１８６番地の２３
同 同 同 江 上 哲 雄 同 浦臼町字晩生内２８３番地の１６
同 同 同 岸 田 利 男 同 浦臼町字浦臼内１７２番地の９７
同 同 同 棚 田 � 同 浦臼町字浦臼内１８２番地の２
同 同 同 矢 野 正 章 同 浦臼町字晩生内２２７番地の１０６
同 同 同 石 橋 和 博 同 浦臼町字黄臼内６７２番地の３７
同 同 監 事 山 田 輝 喜 同 浦臼町字晩生内３０５番地の３
同 同 同 宮 野 和 孝 同 浦臼町字キナウスナイ１８８番地の３７５
同 同 同 大 塚 秀 司 同 浦臼町字ヲソキナイ１番地の１３
退 任 同 ２４．３．１３ 理 事 前 田 武 彦 同 浦臼町字ヲソキナイ２番地の１４
同 同 同 藤 澤 � 彦 同 浦臼町字於札内２２４番地の２

同 同 同 � 田 哲 雄 同 浦臼町字晩生内２２７番地の１５
同 同 同 江 上 哲 雄 同 浦臼町字晩生内２８３番地の１６
同 同 同 東 藤 晃 義 同 浦臼町字キナウスナイ１８６番地の２３
同 同 同 佐々木 光 雄 同 浦臼町字キナウスナイ１９７番地の５９６
同 同 同 岸 田 利 男 同 浦臼町字浦臼内１７２番地の９７
同 同 同 山 田 輝 喜 同 浦臼町字晩生内３０５番地の３
同 同 監 事 星 和 行 同 浦臼町字晩生内２２７番地３３
同 同 同 岸 田 官 士 同 浦臼町字浦臼内１７２番地の７３４
同 同 同 宮 野 和 孝 同 浦臼町字キナウスナイ１８８番地の３７５

北海道告示第２０４号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、平成２４年３月２２日、知
内土地改良区の定款の変更を認可した。
平成２４年３月３０日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第２０５号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定により、道営土地改良（当麻東
きよ

地区（暗渠排水、区画整理））事業の土地改良事業計画を定めた。
その関係書類は、北海道上川総合振興局に備え置いて、平成２４年４月３日から２０日間、一
般の縦覧に供する。
平成２４年３月３０日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第２０６号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条の３第１項の規定により、道営土地改良（屈
きよ

斜路湖畔地区畑地帯総合整備［担い手支援型］（農業用道路、区画整理、暗渠排水、土層改
良、農用地造成、鳥獣進入防止施設））事業の土地改良事業変更計画を定めた。
その関係書類は、北海道釧路総合振興局に備え置いて、平成２４年４月３日から２０日間、一
般の縦覧に供する。
平成２４年３月３０日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第２０７号

平成２２年北海道告示第１１５号（北海道漁港管理条例第１３条第１項第１号の規定による甲種
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漁港施設の使用に当たり知事の許可を受けなければならない施設の指定）の一部を次のよう
に改正し、平成２４年５月１日から施行する。
平成２４年３月３０日

北海道知事 高 橋 はるみ
八雲（八雲地区）漁港（八雲町）の項を次のように改める。

八雲（八雲地
区）漁港
（八雲町）

船揚場のうち別図に示す８メートル ５０隻以内 周年

北海道告示第２０８号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、次のように保安林を指
定する。
平成２４年３月３０日

北海道知事 高 橋 はるみ
１� 保 安 林 の 所 在 場 所 北斗市当別８６０の２４（次の図に示す部分に限る。）、８６０

の２３
� 指 定 の 目 的 水源のかん養
� 指 定 施 業 要 件
ア 立木の伐採の方法
	 主伐に係る伐採種は、定めない。

 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。

２� 保 安 林 の 所 在 場 所 松前郡福島町字塩釜１５３の１地先・１５３の１・１５４・１７４・
１９９・２００の１（以上１筆地先５筆について次の図に示す部
分に限る。）、１７０

� 指 定 の 目 的 土砂の崩壊の防備
� 指 定 施 業 要 件
ア 立木の伐採の方法
	 主伐は、択伐による。

 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道渡島総合振
興局産業振興部林務課並びに函館市役所及び福島町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第２０９号

農林水産大臣から、次のように保安林を指定する予定である旨、森林法（昭和２６年法律第
２４９号）第２９条の規定による通知があった。

平成２４年３月３０日
北海道知事 高 橋 はるみ

１ 保安林予定森林の所在場所 沙流郡日高町字千栄１８１の１地先（次の図に示す部分に
限る。）

２ 指 定 の 目 的 土砂の流出の防備
３ 指 定 施 業 要 件
� 立 木 の 伐 採 の 方 法
ア 主伐は、択伐による。
イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道水産林務部
林務局治山課及び日高町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第２１０号

農林水産大臣から、次のように保安林の指定を解除する予定である旨、森林法（昭和２６年
法律第２４９号）第２９条の規定による通知があった。
平成２４年３月３０日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 解除予定保安林の所在場所 苫前郡苫前町字力昼１６７の１（次の図に示す部分に限

る。）
２ 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
３ 解 除 の 理 由 道路用地とするため
（「次の図」は、省略し、その図面を北海道水産林務部林務局治山課及び苫前町役場に備
え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第２１１号
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森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の２の規定により、次のように保安林の指定施業
要件を変更する予定である。
平成２４年３月３０日

北海道知事 高 橋 はるみ
１� 指定施業要件変更予定保安林

の所在場所
枝幸郡枝幸町（次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
� 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
	 主伐は、択伐による。

 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。

２� 指定施業要件変更予定保安林
の所在場所

枝幸郡枝幸町（次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備
� 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
	 主伐は、択伐による。

 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道宗谷総合振
興局産業振興部林務課及び枝幸町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第２１２号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第３０条の規定による保
安林の指定施業要件の変更の予定の通知に係る次の者の所在が不分明なので、同法第１８９条
の規定により、その通知の内容を関係町役場の掲示場に掲示した。その要旨は、平成２４年北
海道告示第１４７号のとおりである。
平成２４年３月３０日

北海道知事 高 橋 はるみ
１� 所在が不分明な者

奥尻郡奥尻町字奥尻６９３所在の森林について所有権を有する
藤谷 直久、小松 金次郎、小松 金三郎

奥尻郡奥尻町字赤石３６１の１所在の森林について所有権を有する 紀伊国 興一郎
� 掲 示 場 所 奥尻町役場
２� 所在が不分明な者

常呂郡訓子府町字協成３３の１所在の森林について所有権を有する 河野 邦雄
� 掲 示 場 所 訓子府町役場

北海道告示第２１３号

土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第２０条の規定により、次のとおり事業の認定をした。
平成２４年３月３０日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 起 業 者 の 名 称 美深町
２ 事 業 の 種 類 （仮称）高齢者等活動センター整備事業
３ 起 業 地
� 収 用 の 部 分 中川郡美深町字大通南１丁目、字大通南２丁目、字西１条南

１丁目及び字西１条南２丁目地内
� 使 用 の 部 分 なし
４ 事業の認定をした理由 次のとおり（「次のとおり」は省略し、北海道建設部総務課

及び美深町に備え置いて、一般の縦覧に供する。）
５ 起業地を表示する
図 面 の 縦 覧 場 所

美深町役場保健センター

北海道告示第２１４号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、次の道路の供用を開始する。
その関係図面は、北海道建設部土木局道路課及び次の縦覧場所に備え置いて、告示の日か
ら２週間、一般の縦覧に供する。
平成２４年３月３０日

北海道知事 高 橋 はるみ
路線名及び縦覧場所 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日
道道 稚 内 天 塩 線 稚内市中央３丁目２５５９番地先から 平成２４．３．３０
北海道宗谷総合振興局 同市中央３丁目１４５８番３地先まで
稚 内 建 設 管 理 部
道道 芽室東四条帯広線 河西郡芽室町東４条２丁目１番１地先から 同
北海道十勝総合振興局 同郡芽室町東めむろ１条北１丁目６番４地先まで
帯 広 建 設 管 理 部
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道道 生 花 大 樹 線 中川郡幕別町忠類明和１８４番１地先から 平成２４．３．３０
北海道十勝総合振興局 同郡幕別町忠類明和８７番３地先まで
帯 広 建 設 管 理 部
道道 津 別 陸 別 線 足寄郡陸別町字陸別原野基線３３４番１地先から 同
北海道十勝総合振興局 同郡陸別町字陸別本通３丁目３番１地先まで
帯 広 建 設 管 理 部

北海道告示第２１５号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変
更し、同条第２項の規定により道路の供用を開始する。
その関係図面は、北海道建設部土木局道路課及び次の縦覧場所に備え置いて、告示の日か
ら２週間、一般の縦覧に供する。
平成２４年３月３０日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 道路の種類 道道
２ 道路の路線名、縦覧場所及び区域

路線名及び縦覧場所 区 間 変更前後の別 敷地の幅員 延 長 国道等との重複区間
寿 都 黒 松 内 線
北海道後志総合振興局
小 樽 建 設 管 理 部

寿都郡黒松内町字黒松内５８６番１地先（河川敷地）から
同郡黒松内町字黒松内２４８番１地先まで 前 ２２．０６�から １５９．７６� ――３４．６０�まで

後 ２２．０６�から １５９．７６� ――３４．６０�まで

後 ２２．０６�から １７２．６５� ――６８．６１�まで
夕 張 新 得 線
北海道上川総合振興局
旭 川 建 設 管 理 部

勇払郡占冠村字下トマム国有林上川南部森林管理署
１１３５林班け小班地先から
同郡占冠村字下トマム国有林上川南部森林管理署１１３５
林班け小班地先まで

前 ２４．１３�から ３００．００� ――７７．８９�まで

後 ２４．１３�から ３００．００� ――７７．８９�まで
瑞穂旭川停車場線
北海道上川総合振興局
旭 川 建 設 管 理 部

旭川市東旭川町瑞穂１５８５番７地先から
同市東旭川町瑞穂１５８２番１地先まで 前 １３．５９�から ６３１．６７� ――１５．０２�まで

前 １４．５７�から ６２０．００� ――６１．０９�まで

後 １４．５７�から ６２０．００� ――６１．０９�まで

北海道告示第２１６号

昭和５０年北海道告示第１９３５号（開発登録簿閲覧所の設置及び閲覧規則の決定）の一部を次
のように改正し、平成２４年４月１日から施行する。
平成２４年３月３０日

北海道知事 高 橋 はるみ
１閲覧所の場所の事項中「室蘭市都市建設部建築課内」を「室蘭市都市建設部建築指導課
内」に、「北見市北５条東２丁目１番地」を「北見市北２条東１丁目１１番地」に、
「江別市開発登
録簿閲覧所

江別市高砂町６
番地

江別市建設部区画
整理指導課内

を
」

「江別市開発登
録簿閲覧所

江別市高砂町６
番地

江別市建設部区画
整理指導課内 に、

士別市開発登
録簿閲覧所

士別市東６条４
丁目１番地

士別市建設水道部
土木管理課内 」

「登別市開発登
録簿閲覧所

登別市中央町６
丁目１１番地

登別市都市整備部
建築住宅グループ
内

を
」

「登別市開発登
録簿閲覧所

登別市中央町６
丁目１１番地

登別市都市整備部
建築住宅グループ
内 に、

恵庭市開発登
録簿閲覧所

恵庭市京町１番
地

恵庭市企画振興部
都市計画課内 」

「石狩市建設水道部都市開発課内」を「石狩市建設水道部管理課内」に、
「森町開発登録
簿閲覧所

森町字御幸町
１４４番地の１

森町建設課内 を
」

「森町開発登録
簿閲覧所

森町字御幸町
１４４番地の１

森町建設課内

に、
八雲町開発登
録簿閲覧所

八雲町住初町
１３８番地

八雲町建設課内
」

「せたな町開発
登録簿閲覧所

せなた町北檜山
区徳島６３番地１

せたな町建設水道
課内

を
」

「せたな町開発
登録簿閲覧所

せなた町北檜山
区徳島６３番地１

せたな町建設水道
課内

東神楽町開発
登録簿閲覧所

東神楽町南１条
西１丁目３番２
号

東神楽町建設課建
設指導グループ内

に、

」
「釧路町まちづくり推進課内」を「釧路町企画財政部まちづくり推進課内」に改める。

北海道告示第２１７号

平成２４年北海道告示第９号（平成２３年度及び平成２４年度において競争入札に参加する者に
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必要な資格等）の一部を次のように改正し、平成２４年４月２日から施行する。
平成２４年３月３０日

北海道知事 高 橋 はるみ
第３の２の表中、
「

出納局集中業務室
財 産 管 理 課

出納局集中業務室
財 産 管 理 課

」

を

「

総務部総務課 総務部総務課

」

に改める。

北海道告示第２１８号

次のとおり随意契約の相手方を決定した。
平成２４年３月３０日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 随意契約に係る特定役務の名称及び数量
財務会計トータルシステム業務処理委託 一式

２ 随意契約の相手方を決定した日
平成２４年３月２２日

３ 随意契約の相手方の氏名及び住所
� 氏 名 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ北海道
� 住 所 札幌市中央区北２条西４丁目１番地
４ 随意契約に係る契約金額
３２７，６００，０００円

５ 契約の相手方を決定した手続
随意契約

６ 随意契約によった理由
地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第

３７２号）第１０条第１項第１号の規定による。
７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地

� 名 称 北海道出納局総務課

� 所在地 札幌市中央区北３条西７丁目

北海道告示第２１９号

昭和５３年北海道告示第３７２８号（北海道収入証紙の元売りさばき人及び売りさばき人の指
定）の一部を次のように改正する。

平成２４年３月３０日

北海道知事 高 橋 はるみ

２ 売りさばき人の項空知信用金庫の事項中「同 三笠支店幾春別出張所」を削

り、同項興部町農業協同組合の事項を削り、同項に次の１事項を加える。

北オホーツク 平成２４．２．１ 北オホーツク農業協同組合
農業協同組合

北海道告示第２２０号

次のとおり落札者を決定した。

平成２４年３月３０日

北海道知事 高 橋 はるみ

１ 落札に係る物品等の名称及び数量

北海道本庁舎等で使用する電力

� 予定契約電力 ２，０１０ｋＷ

� 年間予定使用電力量 ６，１１１，８００ｋＷｈ

２ 落札者を決定した日

平成２４年３月９日

３ 落札者の氏名及び住所

� 氏 名 株式会社エネット

� 住 所 東京都港区芝公園二丁目６番３号

４ 落札金額

� 基本料金 １，７８５円

� 電力量料金 １１円４９銭

５ 契約の相手方を決定した手続

一般競争入札

６ 一般競争入札の公告

平成２４年１月２７日付け北海道告示第３７号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地

� 名 称 北海道出納局集中業務室財産管理課
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� 所在地 札幌市中央区北３条西７丁目

総 合 振 興 局 告 示 及 び
振 興 局 告 示

北海道オホーツク総合振興局告示第４９号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成２４年３月３０日

北海道オホーツク総合振興局長 有 好 利 典
１ 落札に係る物品等の名称（１リットル当たりの単価）及び調達予定数量
� 自動車ガソリン（ＪＩＳ２号） ９４，９００リットル
� 自動車ガソリン（ＪＩＳ２号） ３０，３００リットル
� 自動車ガソリン（ＪＩＳ２号） ２１，２００リットル
 自動車ガソリン（ＪＩＳ２号） １２，７００リットル
� 自動車ガソリン（ＪＩＳ２号） ８，６００リットル
� 自動車ガソリン（ＪＩＳ２号） １５，２００リットル
� 自動車ガソリン（ＪＩＳ２号） ２４，７００リットル
� 自動車ガソリン（ＪＩＳ２号）及び軽油（ＪＩＳ１号、２号及び３号）

２６，７００リットル及び２，７００リットル
２ 落札を決定した日
平成２４年３月９日

３ 落札者の氏名及び住所
�ア 氏 名 北日本石油株式会社
イ 住 所 東京都中央区日本橋蛎殻町１丁目２８番５号

�ア 氏 名 北日本石油株式会社
イ 住 所 東京都中央区日本橋蛎殻町１丁目２８番５号

�ア 氏 名 遠軽ツバメ石油株式会社
イ 住 所 紋別郡遠軽町南町３丁目２番地の５

ア 氏 名 株式会社朝鳥商店
イ 住 所 網走郡大空町女満別西１条４丁目１番２３

�ア 氏 名 斜里アポロ石油株式会社
イ 住 所 斜里郡斜里町港町１６番地

�ア 氏 名 株式会社藤共工業
イ 住 所 紋別郡興部町字興部１９３番地の１

�ア 氏 名 株式会社東部第一

イ 住 所 北見市北２条東２丁目４番地
�ア 氏 名 株式会社東部第一
イ 住 所 北見市北２条東２丁目４番地

４ 落札金額
� １５１円
� １４８円
� １４９円
 １５１円
� １５１円
� １４７円
� １５１円
� １５１円及び１３４円
５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成２４年１月２７日付け北海道オホーツク総合振興局告示第３号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道オホーツク総合振興局地域政策部総務課
� 所在地 網走市北７条西３丁目

道 立 緑 ヶ 丘 病 院 告 示

北海道立緑ヶ丘病院告示第１８号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成２４年３月３０日

北海道立緑ヶ丘病院長 東 端 憲 仁
１ 落札に係る特定役務の名称及び数量
北海道立緑ヶ丘病院庁舎清掃洗濯電話交換業務 一式

２ 落札を決定した日
平成２４年３月１３日

３ 落札者の氏名及び住所
� 氏 名 東京美装北海道株式会社
� 住 所 札幌市中央区北３条西３丁目１番地
４ 落札金額
４０，３７０，４００円
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５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成２４年１月２４日付け北海道立緑ヶ丘病院告示第１号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道立緑ヶ丘病院庶務課
� 所在地 河東郡音更町緑が丘１番地

道 公 安 委 員 会 規 則

北海道地方警察職員の組織別定員に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成２４年３月３０日

北海道公安委員会委員長 佐々木 亮 子
北海道公安委員会規則第２号

北海道地方警察職員の組織別定員に関する規則の一部を改正する規則
北海道地方警察職員の組織別定員に関する規則（昭和３２年北海道公安委員会規則第３号）
の一部を次のように改正する。
別表を次のように改める。
別表

区 分

組織別

警 察 官
警察官以
外の職員 合 計

警 視 警 部 警部補及び
巡 査 部 長 巡 査 計

北海道警察本部 １６７ ２４４ １，２０６ ４７４ ２，０９１ ５５５ ２，６４６

札 幌 市 警 察 部 （２） （２） （３） （７） （４） （１１）

北海道警察学校 １２ １４ ４４ ２７０ ３４０ ２９ ３６９

札幌方面警察署 １０９ ２１４ ２，３０２ １，５５７ ４，１８２ ２４０ ４，４２２

計 ２８８ ４７２ ３，５５２ ２，３０１ ６，６１３ ８２４ ７，４３７

本 部 ２１ ３７ １５３ ３７ ２４８ ６０ ３０８

函館方面 警察署 ２０ ４２ ３９５ ２０２ ６５９ ４４ ７０３

計 ４１ ７９ ５４８ ２３９ ９０７ １０４ １，０１１

本 部 ２３ ３６ １７１ ５０ ２８０ ６６ ３４６

旭川方面 警察署 ２８ ６４ ５９０ ２７４ ９５６ ７０ １，０２６

計 ５１ １００ ７６１ ３２４ １，２３６ １３６ １，３７２

本 部 ２６ ３８ １７８ ４５ ２８７ ６７ ３５４

釧路方面 警察署 ２４ ５１ ５２５ ２９０ ８９０ ６０ ９５０

計 ５０ ８９ ７０３ ３３５ １，１７７ １２７ １，３０４

本 部 １７ ３２ ９５ ２３ １６７ ４９ ２１６

北見方面 警察署 １５ ２９ ２５９ １１６ ４１９ ３１ ４５０

計 ３２ ６１ ３５４ １３９ ５８６ ８０ ６６６

合 計 ４６２ ８０１ ５，９１８ ３，３３８ １０，５１９ １，２７１ １１，７９０

注１ 警察教養施設において、新任者として訓練中の者の定員は、北海道警察学校に含め
る。
２ 札幌市警察部の定員は、兼任制のため内数による再掲である。

附 則

この規則は、平成２４年４月１日から施行する。

銃砲刀剣類所持等取締法の一部改正に伴う関係規則の整理に関する規則をここに公布する。
平成２４年３月３０日

北海道公安委員会委員長 佐々木 亮 子
北海道公安委員会規則第３号

銃砲刀剣類所持等取締法の一部改正に伴う関係規則の整理に関する規則
（銃砲刀剣類所持等取締法第１２条の３の診断を行う医師の指定に関する規則の一部改正）
第１条 銃砲刀剣類所持等取締法第１２条の３の診断を行う医師の指定に関する規則（平成２１
年北海道公安委員会規則第９号）の一部を次のように改正する。
第１条第１項の表中「第８条第１６項」を「第５条の２」に改める。
（銃砲刀剣類所持等取締法第４条の３第２項の診断を行う医師の指定に関する規則の一部
改正）
第２条 銃砲刀剣類所持等取締法第４条の３第２項の診断を行う医師の指定に関する規則
（平成２１年北海道公安委員会規則第１６号）の一部を次のように改正する。
第１条第１項中「第８条第１６項」を「第５条の２」に改める。
附 則

この規則は、平成２４年４月１日から施行する。

道 公 安 委 員 会 告 示

北海道公安委員会告示第３４号
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北海道公安委員会公印規程の一部を改正する規程を次のように定める。
平成２４年３月３０日

北海道公安委員会委員長 佐々木 亮 子
北海道公安委員会公印規程の一部を改正する規程

北海道公安委員会公印規程（昭和５４年北海道公安委員会告示第４８号）の一部を次のように
改正する。
別表専用公印の部北海道公安委員会印の項中「運転免許証の押印」を「運転免許証及び運
転経歴証明書の押印」に改め、同部北海道公安委員会小印の項中「運転免許証」を「運転免
許証及び運転経歴証明書」に改める。

附 則

この規程は、平成２４年４月１日から施行する。

道釧路方面公安委員会告示

北海道釧路方面公安委員会告示第１２号

北海道釧路方面公安委員会公印規程の一部を改正する規程を次のように定める。
平成２４年３月３０日

北海道釧路方面公安委員会委員長 佐 藤 優
北海道釧路方面公安委員会公印規程の一部を改正する規程

北海道釧路方面公安委員会公印規程（昭和５４年北海道釧路方面公安委員会告示第１８号）の
一部を次のように改正する。
別表専用公印の部北海道釧路方面公安委員会印の項中「運転免許証の押印」を「運転免許
証及び運転経歴証明書の押印」に改め、同部釧公委小印の項中「運転免許証」を「運転免許
証及び運転経歴証明書」に改める。

附 則

この規程は、平成２４年４月１日から施行する。

道警察旭川方面本部告示

北海道警察旭川方面本部告示第５１号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成２４年３月３０日

北海道警察旭川方面本部長 松 原 宏 伸
１ 落札に係る物品等の名称及び調達予定数量
� 複写機等の賃貸借（点検、調整及び消耗品（用紙及びステープル針を除く。）の供給

を含む。） 一式（１月当たりの単価及び１枚当たりの単価）
� 調達台数及び調達予定数量 １４台及び１月当たり２６４，４００枚
２ 落札を決定した日
平成２４年３月１６日

３ 落札者の氏名及び住所
� 氏 名 株式会社栄進堂
� 住 所 留萌市栄町２丁目５番２８号
４ 落札金額
基本料金 ０円
複写料金 ０．６６円

５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成２４年１月２７日付け北海道警察旭川方面本部告示第５号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道警察旭川方面本部会計課
� 所在地 旭川市１条通２５丁目４８７－６
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